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6時間未満 27.7％

6時間未満 28.7％

6時間未満 35.1％

6時間未満 16.3％
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足りていない 45.3％

足りていない 31.3％

足りていない 56.7％

足りていない 46.1％
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（Ayas NT, et al., 2003.）

CHD（冠動脈性心疾患）
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30年後15歳～64歳の層 5



■古い働き方：

・ 一部の職員の長時間労働ですべてを解決
・ 長時間労働出来ない人は労働市場から排除

※ 人が無尽蔵に供給されうる「人口増加社会」型の働き方

■新しい働き方：
・ 一人一人の状況に応じた多様な働き方で労働力

を最大限に活かす
※ 労働力資源が限られている「人口減少社会」対応型の働き方
※ 勤務条件を工夫することで採用の可能性が広がり、定着率の

向上も期待 6



働き方改革関連法
項目名 規制の概要 中小企業規模

時間外労働の
上限規制

原則として月45時間、年360時間（例外
月100時間未満、年720時間以下）等とす
る罰則付きの上限規制を導入する

2020.4.1から適用
自動車運転者は2024.4.1から

年960時間を適用

割増賃金率
月60時間を超える時間外労働に係る割
増賃金率を50％以上とする

2023.4.1から適用

年次有給休暇

10日以上の年次有給休暇が付与される
労働者に対し、5日について、毎年時季
指定して与えなければならない（労働者が
時季指定したり計画的付与したものは除く）

2019.4.1から適用

労働時間の
状況の把握

省令で定める方法（現認や客観的な方法）に
より把握をしなければならない

2019.4.1から適用

産業医
産業医が行った労働者の健康管理等に
関する勧告の内容を衛生委員会に報告
しなければならないとする等

2019.4.1から適用
（ただし、産業医の選任義務のあ
る労働者数50人以上の事業場）

雇用形態にか
かわらない不
合理な待遇差
の禁止（同一労
働同一賃金）

同一企業内において、正規雇用労働者と
非正規雇用労働者（パートタイム労働者、
有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、
基本給や賞与などのあらゆる待遇につ
いて不合理な待遇差を設けることを禁止

2021.4.1から適用
（派遣労働者については

2020.4.1から適用）

【
法
規
制
】
で
働
き
方
改
革
を
促
進
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１ 労働時間相談・支援班による訪問支援

全ての監督署に編成している「労働時間相談・支援班」において、説明会の開催
や中小規模の事業場への個別訪問等により、「新しい働き方」に関する労務管理
の周知のため、きめ細やかな相談・支援等を行っている。
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※ 令和３年度は、２月２４日現在までの状況

内27件が
運輸交通業
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２ 関係機関と連携した集団指導（セミナー）の実施
（１）テレワークなど新しい働き方に関する集団指導

ア 奈良産業保健総合推進センターと連携したテレワークと労働関係法令の周知

イ 奈良県労働基準協会と連携したウｲズ・ポストコロナ時代に対応した労働環境の整備・生産性向上推進の取組み
についての周知

（２）自動車運転者に係る働き方改革に関する集団指導（合計９回実施 計約２７０名の参加 ）

ア 奈良県トラック協会と連携した集団指導、イ 自動車事故対策機構と連携した集団指導

ウ 奈良労働局実施の集団指導
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３ YouTube動画よるテレワークなど労務管理の周知
（１）テレワークにおける労務時間管理について（その１）～（その３） 令和３年１０月アップロード

（２）過重労働解消キャンペーン 令和３年１０月アップロード

（３）３６協定の作り方（その１）～（その３） 令和３年２月アップロード

（４）労働条件の明示・確認月間 令和３年２月アップロード

テレワークにおける労務時
間管理について（その１）～
（その３）

過重労働解消キャンペーン

３６協定の作り方（その１）～
（その３）

労働条件の明示・確認月間
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１ 解雇・雇止めに対する雇用維持のための啓発指導 5件

労働基準監督署の啓発指導により、法違反の未然防止あるいは賃金不払い等の
早期解決を図る。

２ 電子申請の普及促進のための周知

電子申請の普及促進に係るチラシなどを用いてあらゆる機会に積極的な電子申
請の利用勧奨に努めている。
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※ 令和３年度は、第３四半期までの状況 電子申請の普及促進に係るチラシ
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２ 労働時間管理適正化指導員による個別訪問指導

令和３年度

個別訪問 ２１件（内９件がトラック事業場）

文書啓発 約５００件（全件トラック事業場）

１ 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導

長時間労働の是正及び過重労働による健康障害

を防止するため、各種情報から時間外・休日労働

時間数が１か月当たり80時間を超えていると考え

られる事業場及び長時間にわたる過重な労働によ

る過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対

する監督指導を実施（内６件が運輸交通業）

図２ 個別訪問
指導のチラシ
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